
�愛媛県告示第９０９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２５年８月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
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保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
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平成３１
年９月
６日

愛媛県
第１２７２
号

魚かす
粉末

ぼかし
魚粉１
号

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１１
番地

�������
�愛媛県告示第９１０号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２５年４月農林水産省告

示第１１６９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を松山市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２５年８月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

松山市米野町乙１７７の３ 松山市南久米町６６番地４
宮 岡 � 森林所有者

松山市米野町乙１７８の３８、
乙１７８の３９

名古屋市北区尾上町１番地２
永 井 隆 史 〃

松山市米野町乙１７８の４０ 松山市立花一丁目２番４０号
小 林 亀 雄 〃

松山市米野町乙１７９の７、
乙１７９の８、乙１７９の４３

松山市食場町甲８９番地
熊 田 義 嘉 〃

松山市米野町乙１７９の１６ 松山市東川町６番戸
永 井 乙 兼 〃

松山市米野町乙１７９の２２ 松山市南持田町６４番地
矢 野 節 子 〃

松山市米野町乙１７９の２４、
乙１７９の４２

松山市岩崎町一丁目４番２８号
永 井 敏 雄 〃

松山市米野町乙１７９の３３、
乙１７９の３４、乙１７９の３８、
乙１８０の１９

大阪府堺市北条町一丁５６番地
４
弓 立 喜久子

〃

松山市米野町乙１７９の３９ 松山市石手白石９１番地の１
三 好 中 道 〃

松山市米野町乙１７９の３９ 松山市石手白石９１番地の１
三 好 光 子 〃

松山市米野町乙１７９の４４、
乙１７９の４７、乙１７９の４８

松山市室町１７番地
中豫木材株式会社 〃

松山市米野町乙１７９の５２
から乙１７９の５４まで、乙
１７９の６７、乙１７９の６９

松山市和気町一丁目２３２番地
大 野 弘 子 〃

松山市米野町乙１７９の５５、
乙１７９の５６

松山市小坂町二丁目６番２７号
宮 内 勉 〃

松山市米野町乙１７９の５５、
乙１７９の５６

松山市小坂町二丁目６番２７号
宮 内 ク マ 〃

松山市米野町乙１７９の５５、
乙１７９の５６

松山市小坂町二丁目６番２７号
宮 内 一 美 〃

松山市米野町乙１８０の２１ 松山市恵原町甲１２８９番地
仲 田 ミツ子 〃

松山市米野町乙１８０の４２
北九州市八幡東区枝光三丁目
１番３－４０３
小 倉 大 輔

〃

松山市米野町乙１８０の４６ 松山市東野五丁目３番１３号
藪 下 伊勢子 〃

松山市米野町乙１７９の５０ 松山市畑寺二丁目１３番１６号
四国造林有限会社 〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松山

市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第９１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年８月６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公示による通知
住所不明（ただし、戸籍の附票の住所 福岡県福岡市大字青木３９８

番地） 山 田 � 雄

住所不明（ただし、戸籍の附票の住所 大阪府大阪市東淀川区西

淡路４丁目１６番５号） 河 人 正 治

存否不明（ただし、登記簿の住所 愛媛県北宇和郡北灘村丁１６７

番地） 山 崎 完 一

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づ

き上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、当収用委員会

事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるので、

出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令第５条第５項

の規定により、平成２５年８月２６日を経過した時にその書類の送達が

あったものとみなされます。

平成２５年８月６日

愛媛県収用委員会

会長 市 川 武 志

平成２５年７月９日付け２５媛収第６－３号審理の開催について

（審理開催の通知）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第２１号

平成２５年７月２６日
伊予市下三谷字三反地２９６３番３

伊予市下三谷２９６３番地１

山 下 尚 亮

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町伊方越１８６０番１地先から

同町伊方越１８６２番地先まで

旧 １０．０～１６．０ ０．０４５

新 １４．０～２５．５ ０．０４５

雑 報
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